
老
人
福
祉
の
立
場
か
ら
「
中
間
施
設
」
を
考
え
る
（
案
）

昭
和
6
0
年
7
月
1

3
日
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
老
人
福
祉
施
設
協
議
会

Ⅰ
　
は
じ
め
に

人
口
の
高
齢
化
に
よ
り
ね
た
き
り
老
人
や
痴
呆
性

老
人
等
、
日
常
的
に
医
療
や
生
活
介
護
を
必
要
と
す

る
老
人
の
問
題
が
重
要
な
課
題
と
な
り
、
広
い
視
野

か
ら
そ
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

今
回
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
建
議
で
は
、
重

介
護
老
人
の
増
加
に
対
応
す
る
新
し
い
形
の
介
護
施

設
と
し
て
、
病
院
と
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
機
能

を
併
せ
も
っ
た
「
中
間
施
設
」
を
整
備
し
、
医
療
面

の
サ
ー
ビ
ス
と
福
祉
面
の
サ
ー
ビ
ス
の
一
体
化
を
図

る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
長
年
に
亘
っ
て
日
本

の
老
人
福
祉
を
支
え
て
き
た
老
人
ホ
ー
ム
の
立
場
か

ら
こ
の
「
中
間
施
設
構
想
」
に
つ
い
て
考
え
方
を
以

下
の
と
お
り
に
ま
と
め
た
。

Ⅱ
「
中
間
施
設
」
を
検
討
す
る
に
あ
た

っ
て
の
前
提
と
な
る
基
本
的
施
策

高
齢
化
社
会
の
老
人
の
問
題
は
老
人
の
み
に
関
わ

る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
こ
れ
か
ら
の
き
び
し
い
社

会
を
担
う
青
・
壮
年
や
そ
の
子
供
達
の
世
代
に
と
っ

て
も
重
要
な
問
題
と
い
え
る
。

六
十
五
歳
以
上
の
老
人
人
口
は
現
在
約
一
〇
％
と

な
っ
て
い
る
が
、
二
十
一
世
紀
の
初
頭
に
は
一
五
％
・

現
在
四
十
歳
の
者
が
七
十
五
歳
に
な
る
二
〇
二
〇
年

に
は
二
一
八
％
ま
で
に
な
り
、
ま
さ
に
超
高
齢
化

社
会
と
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
七
十
五
歳
以
上
の
後

期
老
年
人
口
の
急
増
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
重

介
護
老
人
や
要
援
護
老
人
の
問
題
が
重
要
な
社
会
問

題
と
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
の
対
策
は
単

に
介
護
施
設
の
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
健
、
医
療
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
シ
ス
テ
ム
化
す
る
中
で

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
り
わ
け
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
、
次
の
よ

う
な
基
本
的
な
施
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。

1
．
　
予
防
的
、
開
発
的
施
策
に
重
点
を
お
く

従
来
社
会
福
祉
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
事
後
対

応
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
福

祉
は
、
能
動
的
で
積
極
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
の
超
高
齢
化
に
む
か
っ
て
老
人
の
長
期
臥
床
や

痴
呆
性
老
人
等
の
医
学
的
研
究
と
予
防
対
策
、
保
健

対
策
を
重
視
し
、
発
病
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
や
心

理
的
、
社
会
的
、
環
境
的
ま
た
は
経
済
的
な
要
因
な

209
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ど
に
つ
い
て
も
研
究
や
開
発
が
必
要
と
い
え
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
大
規
模
な
研
究
予
算
の
確
保
や

「
国
立
老
人
保
健
福
祉
研
究
所
」
（
仮
称
）
の
設
置

等
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

2
．
在
宅
保
健
福
祉
対
策
の
強
化

一
老
人
処
遇
の
原
則
は
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
観
点
か
ら
も
「
在
宅
福
祉
処
遇
」
に
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
福
祉
施
設
（
病
院
）
に
お
け

る
長
期
入
所
（
院
）
ケ
ア
は
真
に
必
要
な
最
小
限
の

者
に
限
ら
れ
る
よ
う
徹
底
し
た
予
防
対
策
と
在
宅
の

老
人
や
そ
の
家
族
等
を
対
象
と
す
る
思
い
き
っ
た

「
在
宅
保
健
福
祉
対
策
」
の
強
化
を
は
か
る
必
要
が

あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
例
え
ば
「
中
間
施
設
」
の
一
つ

で
あ
る
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
等
の
全
市
町
村
設
置
を

め
ざ
し
て
整
備
計
画
を
た
て
る
と
か
、
保
健
婦
と

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
チ
ー
ム
編
成
と
配
備
を
は
か
る

こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
在
宅
保
健
福
祉
緊
急
整

備
計
画
」
の
策
定
と
予
算
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

二
ま
た
、
在
宅
ケ
ア
や
地
域
ケ
ア
と
施
設
ケ
ア
に

系
統
性
を
も
た
せ
る
こ
と
が
今
後
重
要
で
あ
り
、
施

設
の
適
正
配
置
と
サ
ー
ビ
ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を

図
る
等
の
地
域
の
総
合
的
な
資
源
の
整
備
や
調
整
を

行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

在
宅
福
祉
や
地
域
福
祉
の
基
本
的
な
実
施
主
体
は

市
町
村
自
治
体
及
び
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
担
い

手
と
し
て
は
、
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
そ
の
他
の
各

種
施
設
が
在
宅
福
祉
対
策
の
拠
点
機
能
を
も
つ
べ
き

で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
行
政
費
任
の
明
確
化
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

三
そ
の
た
め
に
は
、
市
町
村
（
ま
た
は
、
広
域
市
町

村
圏
）
毎
に
地
域
の
老
人
保
健
医
療
福
祉
に
関
す
る

診
断
、
計
画
、
実
施
機
能
を
も
っ
た
責
任
あ
る
公
的
セ

ク
シ
ョ
ン
ま
た
は
機
関
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
な
お
、
こ
う
し
た
在
宅
保
健
福
祉
対
策
は
「
収

容
型
中
間
施
設
」
の
整
備
に
先
行
し
て
実
施
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
国
は
積
極
的
に
都

道
府
県
市
町
村
を
指
導
し
、
財
政
的
に
も
十
分
な
対

応
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
定
と
そ
の
設
定
と
そ
の
研
修
訓
練
体
制
の
確
立
が

必
要
で
あ
る
。

二
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
つ

い
て
は
、
福
祉
の
理
念
や
知
識
・
技
術
を
さ
ら
に
研

修
す
る
一
方
、
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
と
併
せ
た
専
門
的
な
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

策
定
し
、
集
中
的
訓
練
体
制
を
確
立
す
る
必
要
が
あ

る
。三

医
師
に
お
い
て
は
、
老
年
医
学
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
医
学
、
精
神
神
経
医
学
、
公
衆
衛
生
学
の
分

野
の
大
幅
な
専
門
家
養
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
し
、

ま
た
、
看
護
婦
に
つ
い
て
も
従
来
の
病
院
看
護
か
ら

地
域
や
在
宅
ケ
ア
を
ベ
ー
ス
に
し
た
看
護
業
務
の
領

域
拡
大
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
O
T
、

P
T
等
、
リ
ハ
ビ
リ
デ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
ッ
フ
の
養
成

確
保
も
不
可
欠
と
い
え
る
。

3
　
マ
ン
パ
ワ
ー
の
養
成
確
保
、
研
修
訓
練
体
制

の
確
立

一
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
現
在
、
施
設
長
、
生
活
指

導
員
、
看
護
婦
、
寮
母
、
栄
養
士
、
調
理
員
、
事
務

員
、
医
師
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
専
門
ス
タ
ッ

フ
の
拡
充
あ
る
い
は
ケ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
基
礎
資
格
の

4
．
「
ケ
ア
付
き
老
人
集
合
住
宅
」
の
整
備

一
　
制
度
審
の
建
議
で
は
、
今
後
の
一
般
要
援
護
老

人
対
策
の
一
つ
と
し
て
小
規
模
な
老
人
向
き
集
合
住

宅
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
多
様
な
形
態

が
あ
ろ
う
。
し
か
し
共
通
す
る
こ
と
は
そ
の
い
ず
れ

も
が
何
等
か
の
「
日
常
的
ケ
ア
機
能
」
と
連
動
し
う
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。



二
と
こ
ろ
で
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
軽
費
老
人
ホ
ー

ム
と
「
ケ
ア
付
き
老
人
集
合
住
宅
」
と
の
関
係
が
種

々
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
入
居
者
の
実
態
や
施
設
機

能
の
水
準
な
ど
か
ら
考
え
て
、
既
在
の
養
護
老
人

ホ
ー
ム
や
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
小
規
模
特

養
や
デ
イ
ケ
ア
施
設
等
を
併
設
さ
せ
る
こ
と
で
更
に

多
機
能
化
や
地
域
化
を
図
る
方
途
が
講
じ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

三
な
お
、
「
ケ
ア
付
き
老
人
集
合
住
宅
」
に
つ
い

て
は
、
在
宅
福
祉
や
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
推

進
し
て
い
く
上
で
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
の
で
、
各

種
の
資
源
と
の
関
係
や
配
置
等
に
つ
い
て
早
急
に
そ

の
方
策
を
具
体
化
す
べ
き
で
あ
る
。

5
．
社
会
福
祉
法
人
の
機
能
の
拡
充
と
福
祉
産
業

へ
の
指
導
強
化

一
　
民
間
社
会
福
祉
事
業
の
実
施
主
体
と
し
て
の
社

会
福
祉
法
人
は
、
こ
れ
か
ら
の
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
て
、
更
に
高
い
社
会
性
を
も
つ
法
人
へ
と

そ
の
機
能
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
実
験
的
、
開
拓
的
事
業
等
の
積
極
的
な
展
開
が

可
能
と
な
る
よ
う
な
改
善
や
一
定
の
研
究
開
発
機
能

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
そ
の
制
度
の
全
面
的
見

直
し
が
必
要
で
あ
る
。

二
　
一
方
、
福
祉
産
業
や
医
療
ビ
ジ
ネ
ス
が
盛
ん
に

な
る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
企
業
の
持
つ
効
率
性
や
創

造
性
な
ど
期
待
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
一
定
の
基

準
を
も
っ
て
内
容
を
規
定
し
、
利
益
追
求
の
た
め
に

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
に
指
導
す

べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
う
し
た
事
業
の
中
で
も
一
定
の
範
囲
の

も
の
は
、
社
会
福
祉
法
人
を
実
施
主
体
と
し
て
い
く

こ
と
な
ど
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅲ
　
「
中
間
施
設
」
の
内
容
に
つ
い
て

1
．
　
中
間
施
設
の
機
能

今
後
、
重
介
護
老
人
や
慢
性
疾
患
の
患
者
が
増
加

す
る
中
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
ケ
ア
を
ど
の
よ
う
な
形

で
進
め
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス

形
態
や
施
設
が
考
え
ら
れ
る
。

今
ま
で
の
よ
う
な
施
設
（
病
院
）
　
か
在
宅
か
と
い

っ
た
二
者
択
一
的
な
方
法
で
は
な
く
、
複
数
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
種
々
の
機
能
を
複
合
的
に
あ

わ
せ
も
つ
施
設
の
整
備
が
必
要
で
あ
り
、
多
く
の
人

々
に
よ
り
そ
の
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
病

院
や
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
と
在
宅
の
中
間
に

位
置
す
る
施
設
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
老
人
病
院
と

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
一
体
化
さ
せ
た
施
設
」
な

ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
人
ケ
ア
の
立
場
か
ら
考
え

る
と
長
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
部
門
と
在
宅
サ
ー
ビ
ス
部

門
や
医
療
機
関
を
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
あ
る
い
は
シ
ス

テ
ム
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
が
施
設
整
備
を
推
進
す

る
う
え
で
必
要
と
考
え
る
。
（
「
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
」
参
照
）

一
　
つ
ま
り
、
長
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
部
門
は
「
生
活

援
助
の
場
」
を
基
本
と
し
、
現
在
の
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
機
能
を
ベ
ー
ス
に
看
護
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
機
能
を
強
化
し
た
も
の
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
看
護
や
リ
ハ
ビ
リ
の
ス
タ
ッ
フ
を
充

実
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の
診
療
機
能
を
整
備
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
医
療
に
偏
重
せ
ず
「
生
活

援
助
の
場
」
と
い
う
原
則
を
ふ
ま
え
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

二
　
ま
た
在
宅
サ
ー
ビ
ス
部
門
は
デ
イ
ケ
ア
や
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
を
持

ち
、
ま
た
地
域
福
祉
の
中
核
的
施
設
と
し
て
の
性
格

を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
、
在
宅
の
要
援
護
老
人
や
施
設
（
病
院
）

か
ら
在
宅
へ
移
行
す
る
段
階
の
老
人
を
対
象
と
し
た

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

現
在
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
で
実
施
し
て
い
る
在
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A：在宅サービス部門

B：長期入所サービス部門

C：医療機関

D：一般住宅及びケア付き住宅

（参考）住宅・福祉・保健．医療システム構想図

●
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
P
A
R
T
Ⅰ
・
全
社
協
老
人
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設
協
議
会



宅
サ
ー
ビ
ス
の
質
量
の
拡
充
を
積
極
的
に
図
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
直
接
的
サ
ー
ビ
ス
の
他
に
市
町
村
社
会
福

祉
協
議
会
と
の
連
携
の
中
で
、
介
護
相
談
や
介
護
講

習
会
の
開
催
、
介
護
用
晶
の
研
究
開
発
、
あ
っ
せ
ん
、

ま
た
介
護
者
や
そ
の
家
族
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
組

織
化
を
図
る
な
ど
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
福
祉

活
動
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
そ
な
え
る
こ
と
も
必

要
で
あ
る
。

回
し
か
し
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
の
特
性
に

あ
っ
た
機
能
や
形
態
、
規
模
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
等
を

も
た
せ
る
と
と
も
に
、
適
正
配
置
に
つ
い
て
の
慎
重

な
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、
早
急
に
配
置
基
準
を
策
定

す
べ
き
で
あ
る
。

老人ケアの構成

2
・
ケ
ア
の
あ
り
方

出
中
間
施
設
に
お
け
る
ケ
ア
は
、
老
人
の
心
身
や

人
間
関
係
の
状
態
に
応
じ
た
処
遇
方
針
を
た
て
、
食

事
、
排
泄
、
運
動
、
衣
類
着
脱
、
保
清
、
環
境
整
備
、

あ
る
い
は
人
間
関
係
の
保
持
調
整
、
社
会
参
加
の
援

助
を
行
い
、
少
し
で
も
自
立
し
た
生
活
が
営
め
る
よ

う
援
助
す
る
も
の
で
あ
る
。

回
な
お
、
ケ
ア
は
ワ
ー
カ
ー
側
か
ら
の
一
方
的
な

も
の
で
は
な
く
、
利
用
老
人
の
「
生
活
」
あ
る
い
は

日常的必要性が高く、かつより基本的なものの順に左から並べた。また老人

ケアにおいては診療もケアの一還として行われなければならない。

（注）　褥瘡の処置、注射．点滴、検査準備、気管カニューレ交換、留置カテーテ

ル交換、膀胱洗浄、人工肛門ケア、経管栄養管理、導尿、摘便、浣腸、吸引、

O2　吸入などは有資格者による。

看護ケアとパーソナル・ケアの内容整備と幅広い技術化、体系化が必要。
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「
主
体
性
、
社
会
性
」
に
着
日
し
た
援
助
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三
　
ま
た
、
老
人
ケ
ア
に
お
い
て
は
診
療
や
看
護
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
老
人
の
生
活
を
支
え
る
ケ

ア
の
一
環
と
い
う
位
置
づ
け
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
「
老
人
ケ
ア
の
構
成
」
参
照
）

3
．
　
職
員
の
構
成

一
現
在
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員
配
置
を

ペ
ー
ス
と
し
な
が
ら
も
在
宅
ケ
ア
を
含
め
て
そ
の
一

層
の
機
能
拡
充
を
図
る
た
め
に
は
、
生
活
指
導
員

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）
、
寮
母
（
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
）

及
び
看
護
婦
等
の
大
幅
な
増
員
と
、
O
T
、
P
T
等

リ
ハ
ビ
リ
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
が
必
要
で
あ
る
。

二
　
職
員
構
成
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
基
本
と
す

る
。〔

施
設
長
〕

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
医
師
、
看
護
婦
（
士
）

ま
た
は
保
健
婦

①
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
大
学
等
に
お
い
て

社
会
福
祉
学
を
専
政
し
、
社
会
福
祉
事
業
に
長
年
の

経
験
を
有
す
る
も
の
。
ま
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

と
し
て
一
定
の
認
定
基
準
を
設
定
し
、
資
格
講
習
を

経
た
も
の
。

②
医
師
は
、
内
科
、
精
神
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科
等
で
の
診
療
に
長
年
の
経
験
を
有
す
る
も
の
。

③
看
護
婦
（
士
）
ま
た
は
保
健
婦
は
、
地
域
看
護
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
看
護
等
に
長
年
の
経
験
を
有

す
る
も
の
。

④
但
し
、
現
任
者
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
と
し

て
①
～
③
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
み
た
し
て
い
る
者

と
み
な
す
。
今
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
に
具
体
的

な
基
準
を
設
け
る
と
と
も
に
資
格
認
定
コ
ー
ス
や
現

任
訓
練
コ
ー
ス
を
常
設
す
る
。

〔
職
員
構
成
〕

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
生
活
指
導
員
他
）
、

医
師
、
O
T
、
P
T
、
保
健
婦
、
看
護
婦
（
士
）
、

ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
（
現
行
の
寮
母
、
介
護
人
に
資

格
制
度
を
検
討
す
る
）
、
栄
養
士
、
調
理
員
、
事

務
員
。

な
お
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
基
準
を
設

け
る
ほ
か
は
、
地
域
性
や
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に

よ
り
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ー
カ
ー
や
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
カ
ー
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
職
員
配
置
を

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

一
長
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
運
営
経
費
負
担
は
、

次
の
構
成
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ア
・
生
活
費
　
一
　
年
金
等
の
成
熟
に
見
合
せ
、
負

担
能
力
に
応
じ
た
本
人
負
担
ま
た
は
家
族
負
担
＋
公

費
負
担
（
措
置
費
あ
る
い
は
補
助
金
）
と
す
る
。
（
た

だ
し
、
今
後
の
本
人
負
担
の
増
に
伴
い
、
家
族
負
担

に
つ
い
て
は
全
体
的
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
）

イ
・
介
護
費
用
専
　
一
　
同
上

ウ
・
医
療
費
　
一
　
人
件
費
を
除
い
た
医
療
原
価
を

定
額
制
で
交
付
す
る
。
（
財
源
は
老
人
医
療
費
）

二
在
宅
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
運
営
経
費
に
つ
い
て
は
、

公
費
補
助
金
＋
本
人
ま
た
は
家
族
負
担
と
す
る
。

な
お
、
長
期
入
所
者
と
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
デ
イ

ケ
ア
な
ら
び
に
各
種
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
間

の
公
費
負
担
お
よ
び
利
用
者
負
担
の
間
に
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
の
な
い
よ
う
な
基
準
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。三

施
設
整
備
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
社
会

福
祉
施
設
の
場
合
に
準
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

4
・
経
費
負
担

5
．
入
退
所
お
よ
び
利
用
手
続
き

入
所
手
続
き
は
、
報
告
制
（
現
行
軽
費
老
人
ホ
ー

ム
の
制
度
に
準
ず
る
）
と
行
政
委
託
（
措
置
）
　
の
混

合
方
式
を
と
る
も
の
と
す
る
。



一
　
報
告
制
は
、
利
用
者
と
施
設
長
と
の
契
約
と
す

る
が
、
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や

形
態
を
決
定
す
る
何
ん
ら
か
の
機
関
や
委
員
会
を
設

け
る
。

な
お
、
委
員
会
等
は
、
施
設
長
お
よ
び
施
設
職
員
、

福
祉
事
務
所
、
地
域
の
保
健
福
祉
に
関
わ
る
職
員
に

よ
り
構
成
し
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
決
定
す
る
。

二
　
行
政
委
託
（
措
置
）
は
、
「
緊
急
性
の
あ
る
場

合
」
や
「
理
由
な
く
入
所
拒
否
さ
れ
た
場
合
」
に
行

わ
れ
る
も
の
と
し
、
低
所
得
者
や
重
介
護
者
が
排
除

さ
れ
な
い
し
く
み
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
　
入
所
や
利
用
の
手
続
き
は
簡
素
化
し
、
必
要
な

時
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
を
作
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四
　
報
告
制
、
行
政
委
託
（
措
置
）
の
い
ず
れ
も
経

費
の
内
訳
は
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
施
設
、
病
院
間
の
た
ら
い
回
し
等
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
に
一
定
の
行
政
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
で
あ

る
。6

・
法
的
根
拠
に
つ
い
て

老
人
福
祉
法
発
足
以
来
、
永
年
蓄
積
し
て
き
た
老

人
福
祉
の
理
念
と
処
遇
実
績
を
ふ
ま
え
、
中
間
施
設

は
こ
の
延
長
上
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
老
人
の
生
活
を
第
一
と
す
る
老
人
福
祉
法

体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
後
高
齢
化
対
策
を
進
め
て
い
く
に
は
、

横
断
的
取
り
組
み
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は
か
な
り
幅
の
広
い
内
容
を
円
滑
に
調
整
す
る
た
め

の
財
政
的
裏
付
け
の
あ
る
基
本
法
が
必
要
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

従
っ
て
例
え
ば
現
在
の
老
人
福
祉
法
と
老
人
保
健

法
を
再
編
成
し
た
「
老
人
保
健
福
祉
法
」
（
仮
称
）

を
新
た
に
制
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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